ものづくり事業化応援補助金交付要綱
（趣旨）
第１条　この要綱は、鳥取県補助金交付規則(昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。)第４条の規定に基づき、ものづくり事業化応援補助金（以下「本補助金」という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（交付目的）
第２条　本補助金は、鳥取県内に所在する中小企業者（以下「県内中小企業者」という。）、又は県内中小企業者を中心に構成される共同研究グループ（以下「グループ」という。）が行う、調査研究、技術開発、試作研究、試作改良、新製品開発及び製品の生産・製造工程などに関する開発や技術的改善に向けた検討（以下「研究開発」という。）を段階的に支援することによる、県内企業の事業化及び県内産業の活性化を目的として交付する。

（補助対象者）
第３条　本補助金の対象者は、次の各号に定めるところとする。

（１）鳥取県内に所在し、かつ鳥取県内で研究開発を行なう、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（以下「中小企業新事業活動促進法」という。）第２条に規定する中小企業者

（２）前号に該当する者を中心に、県内外の企業、大学、高等専門学校及び短期大学及び公設試験研究機関(以下「大学等」という。)により、３者以上で構成される共同研究グループ（ただし、構成員の３分の２以上が前号に該当する者であること）

（補助金の交付）
第４条　県は、第２条の目的の達成に資するため、前条に掲げる者に対し、別表第１欄に掲げる事業調査支援型事業及び事業化実現支援型事業（以下「補助事業」という。）への取り組みに対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

２　本補助金の額は、補助事業に要する別表の第２欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）の合計額（仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。）を除く。）の３分の２を乗じて得た額（千円未満の端数は切り捨てる。）とし、上限は別表の第３欄に掲げる額とする。また、事業実施期間は、別表の第４欄に定める期間とする。
（交付申請の時期等）
第５条　本補助金の交付申請は知事が別に定める日までに行わなければならない。

２　規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及び第２号によるものとする。

３　本補助金の交付を受けようとする者（以下｢補助事業者｣という。）は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額（以下「仕入控除税額を含む額」という。）の範囲内で交付申請をすることができる。

（交付決定の時期等）
第６条　本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として３０日以内に行うものとする。

２　本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。
３　知事は、前条の規定による申請を受けたときは、第４条第２項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額（変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。）から、当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

（着手届を要しない場合）

第７条　規則第１１条第３号の知事が別に定める場合は、同条第１号又は第２号に規定する補助事業以外のすべての補助事業に係る場合とする。
（承認を要しない変更）

第８条　規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、次に揚げるもの以外の変更とする。

（１）本補助金の増額を伴う変更

（２）交付目的の達成に支障が生じ、又は事業効率の低下をもたらすおそれのある事業計画の変更

２　第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。
３　規則第１２条第３項の申請書に添付すべき書類は、様式第１号及び様式第２号によるものとする。

（完了届を要しない場合）

第９条　補助事業については、それが規則第１５条第１項第１号に該当するものであっても、常に同項ただし書に規定する場合に該当するものとする。
（進捗状況報告の時期等）

第１０条　補助事業者は、各年度の９月３０日現在における補助事業の進捗状況を、当該年度の１０月１５日までに、様式第４号により知事に報告しなければならない。ただし、当該年度の９月３０日までに補助事業を完了、中止又は廃止したときは、この限りではない。

２　補助事業者は、規則第１７条第３項の規定による進捗状況を、各年度の翌年度の４月１５日までに、様式第４号により知事に報告しなければならない。

（現地調査等）

第１１条　知事は、前条第１項の報告により、提出された書類を審査し、必要に応じて補助事業の進捗について、指定した職員により現地調査をさせることができるものとし、状況に応じて事業の進捗を促すものとする。

２　知事は、前条第２項の報告があったときは、指定した職員により現地調査等を行うこととし、補助対象経費が適正に支出されていると認めたときは、支払実績額に基づき交付決定額の範囲内で補助金を支払うものとする。

３　規則第２０条第１項の申出は、様式第５号により行うものとする。

（実績報告の時期等）

第１２条　規則第１７条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から１５日を経過する日までに行わなければならない。
２　規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第５号及び様式第２号によるものとする。
３　補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額（以下「実績報告控除税額」という。）が交付決定額に係る仕入控除税額（以下「交付決定控除税額」という。）を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

４　補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額）を超えるときは、様式第７号により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を県に返還しなければならない。

（財産の処分制限）

第１３条　規則第２５条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、知事が別に定める期間）とする。
２　規則第２５条第２項第４号の財産は、その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定めるものとする。
３　規則第２５条第２項の規定による承認を受けるに当たっては、処分の事前に様式第８号により申請するものとする。

４　第５条第１項の規定は、規則第２５条第２項の承認について準用する。
（補助事業の報告等）

第１４条　商工労働部長は必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の状況について報告又は発表をさせることができる。

（雑則）

第１５条　規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、商工労働部長が別に定める。
（附則）

この要綱は平成２０年４月１日から施行する。

（附則）

１　この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。

２　前項の規定にかかわらず、平成２１年３月３１日までに交付決定をした事業については、なお従前の例による。

別表
	１　補助事業
	２　補助対象経費
	３　補助金上限額
	４　事業実施期間

	
	区　　分
	内　　　　容
	
	

	事業調査支援型

新規性及び独自性のあるアイデアを事業化するために行う事業可能性調査や基礎的な調査研究
	１　原材料費
	原材料、副資材の購入経費
	５０万円（ただし、グループによる共同研究の場合は上限１００万円）

	最長１２ヶ月間


	
	２　機器・設備費
	機器・設備の借用及び外部施設等の利用に係る経費
	
	

	
	３　委託費
	委託に要する経費
	
	

	
	４　外注加工費
	外注加工に要する経費
	
	

	
	５　共同研究費
	県内外の大学等と共同研究契約を締結して行う共同研究経費
	
	

	
	５　外部技術指導受入経費


	補助事業者自らが技術的ノウハウを得るための外部専門家受入に必要な経費（指導者への旅費、謝金等）
	
	

	
	６　その他の経費
	その他研究開発に必要と認められる経費

（職員旅費、文献等調査費、事務雑費など）
	
	

	事業化実現支援型

事業化に向けて行う、新技術、新製品の研究開発
	１　原材料費
	研究開発に必要な原材料、副資材の購入経費

研究開発に伴い試作に供する部材
	３００万円（ただし、グループによる共同研究の場合は上限５００万円）

	最長２４ヶ月間


	
	２　機器・設備費


	機器・設備の購入（取得金額３０万円未満のものに限る）、借用、修繕及び改修に要する経費又は、外部施設等の利用に係る経費
	
	

	
	３　減価償却経費
	研究開発に供するため新たに購入する、取得金額３０万円以上の機器について、補助事業実施期間に発生する減価償却経費
	
	

	
	４　委託費
	必要な委託に係る経費
	
	

	
	５　外注加工費
	必要な外注加工に要する経費
	
	

	
	６　共同研究費
	①県内外の大学等と共同研究契約を締結して行う共同研究経費

②グループによる共同研究において各構成員が研究開発を行うための経費
	
	

	
	７　外部技術指導受入経費


	補助事業者自らが技術的ノウハウを得るための外部専門家受入に必要な経費（指導者への旅費、謝金等）
	
	

	
	８　直接人件費
	研究開発に直接従事する従業員、アルバイト等の研究開発に従事する時間の給与、賃金相当額

交付決定額の配分は交付決定額の３０％以内とする。ただし、ソフトウェア関連技術など研究設備を伴わない研究開発の場合の交付決定額の配分は、交付決定額の５０％以内とする。
	
	

	
	９　産業財産権導入費
	必要な産業財産権を導入するための経費
	
	

	
	10　その他の経費
	その他研究開発に必要と認められる経費

（職員旅費、文献等調査費、事務雑費など）
	
	


	 


様式１号（第５条、第８条関係）
ものづくり事業化応援補助金事業計画書

(事業調査支援型／事業化実現支援型)

	１
	研究テーマ
	

	

	２
	事業期間
	

	　　　年　月～　年　月（○ヶ月間）

	３
	今回行おうとする研究開発
	

	

	４
	研究内容の新規性
	

	

	５
	事業化の見通し
	

	

	６
	研究開発体制
	

	


（注）１　グループによる研究の場合は、各構成員が実施する内容について明示したものを添付すること。（様式は任意）

様式２号(第５条、第８条、第１２条関係)
ものづくり事業化応援補助金収支予算(決算)書

(事業調査支援型／事業化実現支援型)

１　収入の部

　　　（単位：円）

	
	金　　　額
	資金の調達先

	自己資金
	
	

	借　入　金
	
	

	補　助　金
	
	

	そ　の　他
	
	

	研究開発費の総額
	
	


２　支出の部

　　　（単位：円）

	経費区分
	内　　　容

（名称、単価、数量を記載）
	補助事業に

要する経費
	補助対象

経費
	備考

	○○○費
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	○○○費
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	○○○費
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	その他の経費
	○○○費

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	○○○費
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合計
	
	
	
	


（注）１　複数年度にまたがる場合は、各年度ごとの資金計画を添付すること。（様式は任意）

２　グループによる研究の場合は、各構成員が実施する経費について明示したものを添付すること。　
様式第３号（第６条関係） 

　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　職　氏名 

　　　年度ものづくり事業化応援補助金（○○○○○型）交付決定通知書

　 

　　年　　月　　日付けの申請書（以下「申請書」という。）で、申請のあったものづくり事業化応援補助金（以下「本補助金」という。」）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。

記 

１　補助事業 

　　本補助金の補助事業は、「　　年度ものづくり事業化応援補助金」とし、その内容は、申請書に記載されているとおりとする。

２　交付決定額等 

　　本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更された場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。
	算定基準額
	金　　　　　　　　　 　円

	交付決定額
	金　　　　　　　　　　 円


３　経費の配分
　　本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、申請書に

　記載されているとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。

　 

４　本補助金の額の確定 

　　本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額と前記２の（２）の交付決定額（変更された場合は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。

　 

５　補助規程の遵守 

　　本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及びものづくり事業化応援補助金交付要綱（平成２０年３月２５日付第２００７００２０４６０３号鳥取県商工労働部長通知）の規定に従わなければならない。
様式第４号（第１０条関係） 

　　　　年　　月　　日

鳥取県知事　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業・団体名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　　印

　　年度ものづくり事業化応援補助金（○○○○○型）進捗状況報告書
　　年　　月　　日付第　　　　　　　　号で交付決定を受けた事業の進捗状況について、平成　　年　月　日現在の進捗状況を、ものづくり事業化応援補助金交付要綱第１０条第　項の規定により、下記のとおり報告します。

記

１　補助事業の進捗状況

	補助金等の名称
	ものづくり事業化応援補助金

	研究開発テーマ
	

	事業内容
	①実施した内容

②事業成果（平成　　年　月　日現在）

③今後の予定




※実施した内容について簡潔に記載すること。

２　予算の執行状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)

	
	
	算定基準額
	交付決定額

	交付決定
	
	
	

	初年度の実績額
	９月
	
	

	
	３月
	
	

	次年度の実績額
	９月
	
	

	
	３月
	
	

	今後の執行予定
	
	
	


（注）１　実績報告書の収支決算書に準じた明細（任意の様式で可）を添付すること。

　　　２　不要な欄は削除すること。

様式５号（第１２条関係）

ものづくり事業化応援補助金事業報告書

(事業調査支援型／事業化実現支援型)

	１
	研究テーマ
	

	

	２
	事業期間
	

	　　　年　月　日～　年　月　日

	３
	今回実施した研究開発の内容
	

	

	４
	事業内容の成果
	

	

	５
	今後の事業化に向けた計画
	

	


（注）１　記載できない場合は、別途別紙に記載すること。

２　グループによる研究の場合は、各構成員が実施する内容について明示したものを添付すること。（様式は任意）

様式第６号（第１１条関係）

　　年　　月　　日

鳥取県知事　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業・団体名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　印

　　
　　年度ものづくり事業化応援補助金の支払に係る申出書

　　平成　年　　月　　日付　　第　　号による交付決定に係るものづくり事業化応援補助金の支払について、鳥取県補助金等交付規則第２０条第１項の規定により、下記のとおり申し出ます。
記

（単位：円）

	補助事業等の名称
	

	交付決定額
	

	支払時期・支払額の変更希望内容又は
支払停止希望額
	

	支払時期・支払額を変更又は
支払停止を希望する理由
	

	添付書類
	資金計画書


様式第７号（第１２条関係）

　　　　年　　月　　日

　鳥取県知事　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業・団体名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　印

　　年度仕入控除税額確定報告書

　ものづくり事業化応援補助金交付要綱第１２条第４項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

１　補助金の確定額及び補助対象経費の額

（１）補助金の確定額　　　　　　　　金　　　　　　　　　　　円

（２）補助対象経費の額　　　　　　　金　　　　　　　　　　　円

２　実績報告控除税額（交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、交付決定控除税額）　　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　　円

３　消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入控除税額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　　円

４　補助金返還相当額（３－２＞０の場合）

　　　　　　　　　１の（１）

　　（３－２）×───────　　　金　　　　　　　　　　　円

　　　　　　　　　１の（２）

　（注）別紙として積算の内訳を添付すること。

様式第８号（第１３条関係）
年　　月　　日　　
鳥取県知事　　　　 様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業・団体名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職氏名　　　　　　　　　　　印

取得財産処分承認申請書

年度ものづくり事業化応援事業補助金により取得し又は効用の増加した財産を処分するため、ものづくり事業化応援補助金交付要綱第１３条の規定により、下記のとおり申請します。

記
	品目及び取得年月日
	

	取得価格及び時価
	

	処分の内容
	














